
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
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冷媒管理システム
破壊・再生業者、省令49条
業者のための利用ガイド
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冷媒管理
システムの
入口はここ

法律の内容は法律の内容は
ココ

動画動画



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

3

いつ、どこで、課⾦されるかを
案内しています。

点検・整備記録簿、⾏程管理票の
作成方法などを解説しています

システムに登録され公開同意され
た全国の充塡回収業者の一覧です。
近くの業者を探すことが出来ます。

機器管理番号シールの
申込み窓口です

現在までに問合せのあったものを
集約しています。お困りの場合は

ここをご参照ください。

統括部署登録、管理者情報の
サンプルデータへの案内

システムに登録され公開同意され
た省令49条・破壊・再生業者の

一覧です。
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システムの開き方/

業者登録の方法

5

・冷媒管理システムの開き方。
・システムを利⽤する業者は必ず業者登録をする必要があります。（無料）
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システムの開き方 6

のホームページから、冷媒管理システムを開きます。JRECOのホームページから、冷媒管理システムを開きます。
業者登録をして、システムの利⽤を始めます。
利⽤する事業所全てを業者登録しておく必要があります。
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業者登録 7

ログイン画面から、
「破壊・再生業者登録」
または「省令49条業者
登録」ボタンをクリック
します。

ログイン画面から、
「破壊・再生業者登録」
または「省令49条業者
登録」ボタンをクリック
します。
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プルダウンメニューから
「登録業種」を選択します。
「破壊業者」または「再生
業者」を選択してください。

業者登録（破壊・再生業者）

プルダウンメニューから
業種を選択し、決定します
プルダウンメニューから
業種を選択し、決定します

ＩＤとＰＷは
ご自分で決めてください。
ＩＤとＰＷは
ご自分で決めてください。
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業者登録（無料）をしないと
本システムを利⽤出来ません。
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業者登録（省令49条業者）

ＩＤとＰＷは
ご自分で決めてください。
ＩＤとＰＷは
ご自分で決めてください。
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業者登録（無料）をしないと
本システムを利⽤出来ません。
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業者登録（入⼒）時点では、
事業者コードは表示されません。

再度ログインして、メインメニュー
から「ログイン者の登録情報」を
クリックすると事業者コードが
表示されます。

業者登録／事業者コード
10

重要重要
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破壊・再生業者への
処理依頼と
証明書の交付
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・充塡回収業者が回収した冷媒の処理を破壊・再生業者へ依頼します。
・破壊・再生業者は処理が完了すると破壊・再生証明書を充塡回収業者に
交付します。

・ここでは破壊業者に処理を依頼した場合を例示していますが、再生業者
に処理を依頼した場合も同様です。
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再生の場合
も同様です。
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処理依頼書作成－破壊・再生業者へ処理依頼 13

充塡回収業者が一覧表から該当
する伝票を開きます。
Ｆ票が表示されますので、容器
番号、処理区分を選択します。

充塡回収業者が、回収した冷
媒を処理業者へ引渡す時に
「破壊」を選択すると破壊業
者の選択欄が、再生を押すと
再生業者の選択欄が表示され
ます。
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処理依頼書作成－破壊・再生業者へ処理依頼 14
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処理依頼書作成－破壊・再生業者へ処理依頼 15
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破壊業者へメールが入ります。
このメールのＵＲＬをクリックして破壊依頼内容を確認します。
破壊処理が完了したら、交付ボタンをクリックして破壊証明書を
充塡回収業者に交付します。

処理依頼書作成－破壊・再生業者へ処理依頼 16
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破壊依頼書です。
処理が完了した段階で「確認画
面へ」ボタンを押して処理内容
を確認します。

処理量は、充塡回収業者から引渡された
初期値が、表示されています。

処理依頼書作成－処理依頼内容の確認 17
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処理依頼書作成－破壊証明書の交付 18

「交付」ボタンを押すとメッセージが表示されますので、
「ＯＫ」ボタンを押して充塡回収業者へ破壊証明書を交付します。
このとき破壊業者のポイントから108ポイントが消費されます。

１０８ポイント



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

処理依頼書作成－破壊証明書の交付

破壊業者の一覧表に充塡回収業者へ
破壊証明書が交付されたことが登録されます。

19
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処理依頼書作成－破壊証明書の交付と回付 20

充塡回収業者が、交付された破壊証明書を廃棄等実施者に
回付します。
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処理依頼書作成－破壊証明書の回付 21

充塡回収業者へ来た破壊証明書。
回付を押すと廃棄者へ回付されます。
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省令49条業者への引渡
と

処理依頼・証明書の交付

22

・充塡回収業者が回収した冷媒を省令49条業者に引渡します。
・省令49条業者は破壊・再生業者へ処理依頼します。
・処理が完了すると破壊・再生業者は破壊・再生証明書を省令49条業者
に交付します。

・ここでは省令49条業者に引渡した後、省令49条業者から破壊業者に
処理を依頼した場合を例示していますが、再生業者に処理を依頼した
場合も同様です。
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省令49条業者への引渡と破壊・再生業者への処理依頼 23
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省令49条業者への引渡と破壊・再生業者への処理依頼
24

再生の場合
も同様です。
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充塡回収業者が、
省令49条業者へ引渡します。

充塡回収業者から省令49条業者への引渡 25
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充塡回収業者が引渡先として省令49条業者を指定します。

充塡回収業者から省令49条業者への引渡 26
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充塡回収業者から省令49条業者への引渡

確認画面から、内容を確認して「完了」ボタンを押し
ます。 これで、省令49条業者へ引渡が完了します。

27
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充塡回収業者から省令49条業者への引渡

「ＯＫ」ボタンを押すと、
充塡回収業者の一覧表に
省令49条業者へ引渡したことが
処理一覧表から確認出来ます。

28
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省令49条業者へ依頼書が届きます。
省令49条業者は、このメールのURLをクリックして伝票を開きます。

省令49条業者から破壊・再生業者への処理依頼 29
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省令49条業者から破壊・再生業者への処理依頼

再生・破壊依頼書が開きます。
ここで、省令49条業者は処理方法と
処理業者を選択します。
破壊を選択すると破壊業者選択画面
が表示されますので、業者を選択
します。

30

再生の場合
も同様です。
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省令49条業者から破壊・再生業者への処理依頼

確認画面から、「再交付」ボタン
を押します。

31
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省令49条業者から破壊・再生業者への処理依頼

メッセージが表示されます。
「ＯＫ」ボタンを押すと破壊業者へＸ票（破壊依頼書）が送付されます。
このとき省令49条業者のポイントから108ポイントが消費されます。

32

１０８ポイント
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省令49条業者から破壊・再生業者への処理依頼

省令49条業者の一覧表に破壊業者へ引渡したことが登録されます。

33
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省令49条業者からの処理依頼内容の確認

省令49条業者から破壊業者へメールが入ります。
このメールのＵＲＬをクリックして破壊依頼内容を確認します。
破壊処理が完了したら、交付ボタンをクリックして破壊証明書を
省令49条業者に交付します。

34
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その他

１．記録表、報告書の作成

２．登録情報の変更・編集

３．利用料金（ポイント）

４. 入金の方法
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記録表、報告書
の作成

・「報告書作成、閲覧」ボタンでいつでも記録表、
報告書の出力が可能
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記録・報告書の作成（破壊業者） 37

破壊業者の報告書作成

クリック
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記録・報告書の作成（破壊業者） 38



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

記録・報告書の作成（破壊業者） 39
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クリック

記録・報告書の作成（再生業者） 40

再生業者の報告書作成
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記録・報告書の作成（再生業者） 41
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記録・報告書の作成（再生業者） 42
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クリック

記録・報告書の作成（省令49条業者） 43

省令49条業者の報告書作成
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記録・報告書の作成（省令49条業者） 44
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記録・報告書の作成（省令49条業者） 45
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登録情報の変更・編集

46

・代表者が変更になった場合など、業者登録データの変更
が出来ます。

・その事業者に付与された事業者コードは変更できません。
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メインメニューから、「ログイン者登録情報」をクリックします。

登録情報の変更・編集 47
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ここに表示されている項目は
事業者コードを除いて全て修
正出来ます。

登録情報の変更・編集 48
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利用料金（ポイント）

49

・システムの利⽤者としての業者登録は無料。
・データの閲覧・出⼒（印刷）は無料。
・破壊・再生業者は破壊・再生証明書を交付するとき、省令49条業者は破壊・
再生業者に処理依頼書を発⾏するときに利⽤料⾦がかかります。
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ご利用料金について
（処理依頼書、破壊・再生証明書作成時）

ポイント・利用料金 50



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

利用可能なポイント 利用したポイントの履歴

ポイント（システムにおける利用料金） 51
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「ポイント履歴」をクリックすると、現在のポイント残⾼が表示され
ます。この表は期末決算に利⽤出来ます。

2015年2月15日

以降に利用した
ポイントを表示し
ています

利用したポイントの履歴 52
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入金の方法

53

・業者登録後に表示されるシステムが指定した口座に預け⾦
として入⾦します。

・入⾦した預け⾦の⾦額がシステムにポイントとして表示されます。
・システムにポイント（入⾦）がないと証明書の交付や処理依頼書の
発⾏ができません。
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業者登録した利⽤者がログインします。

入金の方法 54
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入金の方法 55

メニュートップの「ポイント取得口座」をクリックして開きます。
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指定の口座情報が表示されます。 この口座は、ログインしている事業所専⽤
の口座です。自動引き落とし、他社からの振込、振替などには利⽤出来ません。

預かり金の返却も
出来ます。

現在利用可能な
ポイント（残高）が
表示されています。

預け金入金の方法 56

ｘｘｘｘｘｘｘｘ

ｘｘｘｘｘｘｘｘ

ｘｘｘｘｘｘｘｘシステムは、朝１０時と午後４時に
チェックが入ります。

よって、朝９時に入金しておけば、
当日の伝票作成は可能です。

ｘｘｘｘｘｘｘｘ
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必要事項を記入して、「預かり⾦返却」ボタンを押します。
⼿数料￥500 を差し引いてご返⾦します。
例：￥9,997－￥500＝￥ 9,497

預かり金返金の方法 57

現在利⽤可能な
ポイント（残⾼）が
表示されています。
9997ポイント
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58

終


